
部活動の廃部に関する規定 

延岡市立旭中学校  

 

 今後予想される部活動の地域展開や生徒数・職員数の減少等に伴い、本校部活動の整理縮小を図り、 

その適正な活動を維持充実させるため、本校部活動の廃部に関する規定を下記のように定める。 

 

 １ 運動部活動について 

  (1) 各部の３年生が引退した後の１・２年生の部員数が、団体出場規定人数に満たない場合は、 

    「廃部候補」とし、職員で共通理解し、ＰＴＡ保体部長、当該部活動保護者に予告する。 

 

＜団体出場規定人数＞ 

競技名 規定人数 競技名 規定人数 競技名 規定人数 

軟式野球 ９ バレーボール ６ サッカー ７ 

バスケットボール ５ ソフトテニス ４   

 

  (2) (1)の条件に該当する部活動は、翌年の入部状況（入部手続き完了時：４月末）において、総 

   部員数が団体規定人数を満たない場合、翌年度の部員募集を停止し、廃部とする。ただし、既存 

の部員が引退するまでの活動は保証する。 

  (3) (1)および(2)の条件に合致し廃部となった競技において、個人戦出場が可能な競技は、社会体 

    育部として校外(道場・クラブ・教室など)での活動を認め、可能な限り地区中学校体育大会への 

参加を検討する。 

  (4) 全校生徒数及び職員数の減少により、現在の部活動運営が困難となる場合は、学校長と部活動 

    顧問、当該部活動の後援会代表者との協議により、次年度からの部員の募集停止を決定できる。 

 

 ２ 吹奏楽部について 

  (1) 新年度の入部状況において、総部員数が団体出場人数（３人）に満たない場合は、「廃部候補」 

とし職員で共通理解し、ＰＴＡ保体部長、当該部活動保護者に予告する。 

  (2) １の条件に合致した場合は、翌年の入部状況において、総部員数が団体出場人数（３人）に満 

    たない場合は、翌々年の部員募集を停止し、廃部とする。ただし、既存の部員が引退するまでの活 

動は保証する。 

 

 ３ 廃部の手順 

  (1) 条件が発生した場合、部顧問および部活動担当が学校長に届け出る。 

  (2) 学校長は部顧問、部活動担当および部活動後援会代表者、必要に応じて当該の関係者と協議する。 

  (3) 協議した内容から総合的に判断し、学校長が判定する。 

  (4) 学校長がＰＴＡ総会等で説明する。 

 

 ４ 部活動の新設について 

   今後、新規に開設する部活動については、原則としてこれを認めない。ただし、生徒数等の状況の 

  変化により開設の必要性が生じた場合は、職員会等で協議する。 

 



 ５ 令和 7年度の流れについて 

令和 7年度は、移行期間とし、次の(1)～(4)の流れで運用する。ただし、次年度以降は１～の流れ 

  となる） 

  (1) 令和 7年度のＰＴＡ総会で、廃部規定について説明をする。 

  (2) ４月末の段階で２年生と新入生の入部希望者の合計が各部活動の規定人数に達しない場合、「廃 

部候補」とし、職員で共通理解し、ＰＴＡ保体部長、当該部活動保護者に予告する。（複数校合同チ 

ーム編成規定に合致する場合には別途協議する） 

  (3) 「廃部候補」となった翌年度の入部希望段階において、２年生と新入生の入部希望者の合計が規 

定人数に満たない場合は、「廃部」の検討を行う。 

  (4) 部顧問会、職員会等における確認審議を経るとともに、当該部活動保護者への通達を行い、「廃部」 

を決定する。ただし、個人戦への参加を含め、既存の部員が引退するまでの活動は保証する。 

 

  ☆【入部希望段階】とは 

年度当初の入部受付期間の締切日までのことを意味する。それ以降入部した場合ついては、 

入部届は受理するが、「廃部候補」を検討する際の人数には含まない。（締切日までの人数を基 

準として判断する） 

※ この規定は、学校・ＰＴＡ合意の上、令和７年度から適用される。 

 

廃部までの流れ 


